
 

 

 

 

 

 このメニューは、市や公的機関が行っている事業のうち、市民団体等の取り組みとして活

用できるものを紹介するもので、一覧表の中から自由に講座を選び、学習会や講座の講師等

派遣による学習支援を受けることができます。 

 

 

 

～生涯学習出前講座～ 

◆問い合わせ先 

高梁市教育委員会社会教育課生涯学習係 

TEL：0866-21-1514 

E-mail：shakaikyoiku@city.takahashi.lg.jp 

～◆令和８年度版 メニュー表◆ 

◆出前講座の利用方法 

①メニュー表から市民団体等で取り組みたい講座を選び、別添受講申込書により社会教育

課へ申し込む。（メール可） 

②社会教育課から講座開催担当課へ依頼を行う。 

③講座開催担当課等から市民団体等へ連絡をし、講座実施内容の調整を行う。 

④各市民団体等で受講生の募集、会場準備や講座の準備等を行い、事業を実施する。 

◆注意事項 

〇利用可能な市民団体等：高梁市内に活動拠点を有し、５名以上で公益的な活動を行う 

団体であって、次に掲げる団体を除くものとします。 

（１）営利を主たる目的とする団体 

（２）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体 

（３）公序良俗に反する活動を行う団体 

○受講対象者：市内に住所を有する人又は通勤若しくは通学する人 

〇開 催 日 時：原則として、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前 9時～午後 4時 

※講座開催担当課等との調整により変更可能な場合もあります。 

〇申 込 期 限：講座開催日の１カ月前まで 

※講座開催担当課等との調整により変更可能な場合もあります。 

〇開 催 場 所：各市民団体等で会場確保、準備等を行う。（市内に限る） 

〇実 施 費 用：講師謝金は原則無料です。 

※有料施設の借用、有料の資料等を利用する場合等は別途経費が必要に 

なる場合がありますので、講座開催担当課等と調整してください。 

〇そ の 他：受講内容等の詳細は講座開催担当課等と調整してください。 

 


